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江東区障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金　対象職員判定フローチャート

次のすべての要件に該当しない月は対象外です。　※②③④は月の初日時点で判定します
　①所定・実労働時間が週20時間以上または80時間以上
　②期間の定めがない職員である
　③申請法人の役員である
　④補助対象住居の要件を満たしている

【ＳTART】
申請法人において、令和３年４月１日

以降に直接雇用されている。

申請法人での雇用開始時に

３４歳以下である。

過去に、別の法人で

この補助金を受給したことがある。

申請年度に、

別法人での初回給与月から起算して72

月以内の月が含まれている。

申請できる

別法人での初回給与月から起算して72

月以内分※申請年度分のみ
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